
経済の
グローバル化

制定の背景

「那珂川市中小企業振興条例」の概要

◆中小企業の割合

■市内企業数の 約99.38％

■市内従業者数の約86.25％
が中小企業・小規模企業

◆役割の重要性

■企業活動により経済と雇用を支える役割

■地元に密着し、地域のまちづくりにおいても貢献

◆環境の変化への対応

デジタル化
への対応

人手不足
後継者不足

労働生産性
の向上 など・・・

業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他 資本金3億円以下 & 従業員数300人以下

卸売業 資本金1億円以下 & 従業員数100人以下

小売業 資本金5千万円以下 & 従業員数50人以下

サービス業 資本金5千万円以下 & 従業員数100人以下

○中小企業

業種分類 従業員数

製造業その他 20人以下

小売業 5人以下

○小規模企業

条例の目的と基本理念【第１条～第３条】

◆目的

中小企業の振興について
●基本理念を定める
●関係機関の役割等を
明らかにする

●施策の基本方針を定める

中小企業の振興と
持続的な発展を推進

●本市経済の活性化

●市民生活の向上に
つなげる

◆基本理念

①中小企業は経営基盤の強化、経営の改善及び向上に自主的に努めるものとする。

②市、国、県、中小企業支援団体、金融機関等、教育機関、大企業及び

大規模小売店舗が連携し、市民の協力を得て地域社会全体で中小企業の振興を行う。

◆中小企業・小規模企業とは？

施策の基本方針【第４条】

①経営基盤の強化

②創業の促進

③中小企業との連携による地域経済循環の創出

④災害等緊急時の事業継続および回復

【市が直接行う施策】

○商工会の支援

○金融機関への融資預託金

○融資の保証料補助

○セーフティネット貸付の売上認定

○ふるさと納税による販路拡大支援

それぞれの立場での責務・役割等【第５条～第１２条】
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・自ら意欲を持って創意工夫
による経営努力

・人材育成
・地域社会への貢献

・中小企業の振興に関する施策
の実施

・関係機関等との連携
・中小企業の受注機会の確保

・事業活動に必要な情報
の提供

・経営改善および創業の
支援

・地域社会への貢献

・円滑な資金調達及び
経営改善に協力

・創業の支援 ・中小企業との連携及び協力

・周辺地域との調和を図る
・まちづくりへの参加、協力

・地域商店の利用
・市内産品及び製品の活用

【商工会を通じて行う施策】

○経営相談やセミナー開催

○プレミアム商品券事業の実施

○創業塾の開催

○日本政策金融公庫での融資仲介

○企業のBCP策定支援

○デジタル化の推進

◆具体的な施策内容

令和３年度経済センサス
活動調査結果（総務省）より

教育機関

・勤労及び職業に対する
意識の啓発

・中小企業が果たす役割等
に対する理解の促進


